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災害看護副専攻プログラム 

プログラムの概要 

災害に強い⾼度実践家、研究者、実践リーダーを育成するために、他の看護学領域を専攻する学⽣に、災
害看護学について学ぶ機会を提供するものです。所定の単位を取得した学⽣には「副専攻（災害看護）

認定証」が交付されます。 
 
認定要件 

専攻共通科⽬から１単位、災害・国際看護学領域専⾨科⽬および DNGL コンソーシアム科目から９単位
以上、合計 10 単位以上を取得すること。 

対象となる学生 

博⼠前期課程に在籍する以下の学⽣ 
 研究コース災害・国際看護学領域以外の学⽣（災害・国際看護学専攻生は対象となりません。） 
 実践リーダーコース 
 ⾼度実践看護師(CNS)コース 

博⼠後期課程に在籍する以下の学⽣ 
 災害・国際看護学領域以外の学⽣（災害・国際看護学専攻⽣は対象となりません。） 

 

履修方法 

 学⽣便覧を参照の上、主指導教員に相談すること。 
 他⼤学の提供するコンソーシアム科⽬の履修登録期間は短い場合があるので注意すること。 




